
 

議案第６６号 

 

   甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 

 甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和８年６月８日提出 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 甲府市市営住宅条例（平成９年９月条例第５４号）の一部を次のように改正す 

る。 

 別表の市営住宅の表中 

 

４５  山城南団地

第一 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸      

４０．３７５㎡ 

６戸 

４５  山城南団地

第二 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク

造 ２ 階 建 １ 戸   

４０．３７５㎡ 

 ６戸 

４６  南西団地第

七 

上石田四丁目１９番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４６．４２８㎡ 

３２戸 

４６  南西団地第

八 

上石田四丁目１９番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４４．０６２㎡ 

２４戸 

４６  山城南団地

第三 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク

造 ２ 階 建 １ 戸  

４０．３７５㎡ 

 ６戸 

４６  山城南団地

第五 

東下条町４６３番地 

  

簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸 

 ４戸 

「 
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４０．３７５㎡  

４７  南西第二団

地第一 

下石田二丁目１６番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４９．４１㎡ 

２４戸 

４７  南西第二団

地第二 

下石田二丁目１６番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４９．４１㎡ 

１６戸 

４７  山城南団地

第六 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸  

４０．５０㎡ 

 ６戸 

４７  山城南団地

第七 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸  

４０．５０㎡ 

 ６戸 

４７  山城南団地

第八 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸  

４０．５０㎡ 

 ６戸 

４８  南西第二団

地第三 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

４８  南西第二団

地第四 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

４８  南西第二団

地第五 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

４８  山城南団地

第九 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸  

４３．７４㎡ 

 ８戸 

４８  山城南団地

第十 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸  

４３．７４㎡ 

 ６戸 

４８  山城南団地

第十一 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 平 屋 建 １ 戸   

４４．４７㎡ 

 ５戸 

 

を 

」 

 

  

４６  南西団地第

七 

上石田四丁目１９番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４６．４２８㎡ 

３２戸 

４６  南西団地第

八 

上石田四丁目１９番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４４．０６２㎡ 

２４戸 

４７  南西第二団

地第一 

下石田二丁目１６番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４９．４１㎡ 

２４戸 

４７  南西第二団

地第二 

下石田二丁目１６番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４９．４１㎡ 

１６戸 

４８  南西第二団

地第三 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

４８  南西第二団

地第四 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

４８  南西第二団

地第五 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

 

改める。 

 附 則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

老朽化した市営住宅を廃止するについては、この条例を制定する必要がある。こ

れが、この条例案を提出する理由である。 

「 

に 

」 
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４０．３７５㎡  

４７  南西第二団

地第一 

下石田二丁目１６番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４９．４１㎡ 

２４戸 

４７  南西第二団

地第二 

下石田二丁目１６番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４９．４１㎡ 

１６戸 

４７  山城南団地

第六 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸  

４０．５０㎡ 

 ６戸 

４７  山城南団地

第七 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸  

４０．５０㎡ 

 ６戸 

４７  山城南団地

第八 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸  

４０．５０㎡ 

 ６戸 

４８  南西第二団

地第三 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

４８  南西第二団

地第四 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

４８  南西第二団

地第五 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

４８  山城南団地

第九 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸  

４３．７４㎡ 

 ８戸 

４８  山城南団地

第十 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 ２ 階 建 １ 戸  

４３．７４㎡ 

 ６戸 

４８  山城南団地

第十一 

東下条町４６３番地 簡 易 耐 火 ブ ロ ッ ク 

造 平 屋 建 １ 戸   

４４．４７㎡ 

 ５戸 

 

を 

」 

 

  

４６  南西団地第

七 

上石田四丁目１９番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４６．４２８㎡ 

３２戸 

４６  南西団地第

八 

上石田四丁目１９番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４４．０６２㎡ 

２４戸 

４７  南西第二団

地第一 

下石田二丁目１６番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４９．４１㎡ 

２４戸 

４７  南西第二団

地第二 

下石田二丁目１６番 中層耐火構造４階建 

１戸 ４９．４１㎡ 

１６戸 

４８  南西第二団

地第三 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

４８  南西第二団

地第四 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

４８  南西第二団

地第五 

下石田二丁目１８番 中層耐火構造５階建 

１戸 ５２．６３㎡ 

３０戸 

 

改める。 

 附 則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

老朽化した市営住宅を廃止するについては、この条例を制定する必要がある。こ

れが、この条例案を提出する理由である。 

「 

に 

」 

－ 75 －
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